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一
九
九
六
年
韓
園
「
濁
占
規
制
及
び
公
正
去
来
(
取
引
)
に
闘
す
る
法
律
」
の
改
正
(
五
次
)

は
じ
め
に

(
沿
革
を
乗
ね
て
)

東アジア文化と近代法 (6) 

韓
園
の
濁
占
規
制
法
の
成
立
過
程
と
其
の
沿
革
は
複
雑
で
あ
る
。
①
一

九
六
四
年
に
、
公
正
去
来
法
草
案
な
る
も
の
が
、
所
謂
ゴ
ニ
粉
事
件
u

の

所
産
(
一
研
究
所
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
)
と
し
て
で
き
上
っ
た
が
、

企
業
の
育
成
に
政
策
の
重
黙
を
お
い
て
い
た
政
府
側
の
基
本
立
場
か
ら
、

閣
議
に
上
程
も
さ
れ
ず
に
流
産
に
な
っ
た
。
②
一
九
六
六
年
に
い
た
り
、

政
府
(
経
済
企
劃
院
)
の
草
案
が
で
き
あ
が
っ
た
が
、
企
業
界
の
強
い
抵

抗
の
前
に
、
園
曾
(
六
代
)
の
曾
期
満
了
に
因
り
、
自
動
廃
棄
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
③
一
九
六
七
年
に
は
、
公
正
去
来
(
取
引
)
法
案
が
政
府
の

法
案
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
が
、
一
九
六
九
年
の
濁
占
規
制
法
案
が
こ
れ

に
取
り
代
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
政
府
自
健
が
撤
回
す
る
こ
と
に
な
っ

孫

珠

E賛

た
。
④
一
九
六
九
年
に
い
た
り
、
濁
占
規
制
法
案
に
た
い
す
る
賛
反
雨
論

の
中
で
、
業
界
の
時
期
尚
早
論
が
優
勢
を
え
て
、
一
九
七
一
年
七
月
園
舎

曾
期
の
終
了
に
よ
り
、
こ
れ
亦
廃
棄
の
運
命
を
た
ど
っ
た
。
⑤
一
九
七
一

年
に
は
政
府
が
、
公
正
去
来
(
取
引
)
法
案
を
園
舎
に
提
出
し
た
が
、
こ

れ
ま
た
大
企
業
の
反
釣
の
中
、
一
九
七
二
年
一

O
月
一
七
日
の
、
い
わ
ゆ

る
非
常
措
置
に
依
り
、
園
舎
(
八
代
)
の
解
散
と
な
り
、
自
動
廃
棄
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
⑥
一
九
七
三
年
に
は
、
物
債
安
定
に
関
す
る
法
律
が
で

き
上
り
は
し
た
が
、
こ
れ
は
、
首
時
の
石
油
シ
ョ
ァ
ク
に
よ
る
物
債
上
騰

に
封
慮
す
る
矯
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
次
の
一
九
七
五
年
法
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
た
。
⑦
一
九
七
五
年
に
、
よ
う
や
く
出
来
上
が
っ
た
(
制
定
)

の
が
「
物
債
安
定
及
び
公
正
去
来
(
取
引
)
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
此
の
法
律
は
、
物
債
安
定
と
公
正
去
来
(
取
引
)
と
い
う
、
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料

二
つ
の
相
い
異
な
る
法
目
的
の
何
れ
に
も
不
充
分
な
立
法
で
あ
る
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
。
③
そ
こ
で
、
一
九
八
O
年
に
い
た
り
、
「
濁
占
規
制
及
び

公
正
去
来
(
取
引
)
に
関
す
る
法
律
」
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
其
の
後
次
の
よ
う
な
数
次
の
改
正
を
へ
て
今
な
お
適
用
さ
れ
て
い
る
法

律
で
あ
る
。
⑨
此
の
法
律
は
一
九
八
六
年
二
一
月
一
一
二
日
に
一
次
改
正
、

⑩
一
九
九

O
年
一
月
一
三
日
に
二
次
改
正
を
へ
て
、
⑪
一
九
九
二
年
(
三

次
)
に
も
、
規
制
強
化
等
を
内
容
と
し
て
改
正
さ
れ
て
お
り
、
⑫
更
に
、

一
九
九
四
年
に
は
、
公
正
去
来
(
取
引
)
委
員
舎
を
従
前
の
経
済
企
劃
院

の
所
属
よ
り
、
図
務
総
理
の
所
属
に
う
っ
す
一
方
、
其
の
他
、
規
制
強
化

な
ど
を
内
容
と
し
た
改
正
(
四
次
)
と
な
っ
て
い
る
。
⑬
こ
の
た
び
は
、

此
の
「
濁
占
規
制
及
び
公
正
去
来
(
取
引
)
に
関
す
る
法
律
」
の
適
用
範

囲
の
擦
大
等
を
内
容
と
す
る
五
度
目
の
改
正
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
改

正
試
案
は
、
一
九
九
六
年
七
月
二

O
日
に
作
成
さ
れ
、
所
要
の
手
議
き
を

へ
て
、
一
一
月
一
一
一
日
に
、
園
務
曾
議
で
議
決
さ
れ
(
政
府
案
確
定
)
園

舎
に
提
出
、
同
年
二
一
月
一
一
日
に
、
園
舎
の
本
舎
議
で
議
決
、
同
年
一

二
月
三

O
日
に
公
布
さ
れ
た
(
法
律
第
五
二
三
五
競
)
。
施
行
は
、
一
九

九
七
年
四
月
一
日
か
ら
で
あ
る
。

寸
濁
占
規
制
及
び
公
正
去
来
(
公
正
取
引
)
に
関
す
る
法
律
」
(
以
下
「
公

正
取
引
法
」
と
略
稽
す
る
)
の
第
五
次
改
正
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

資

[
一
九
九
六
年

改
正
の
経
緯
]
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一
九
九
六
年
七
月
二

O
日
一
公
正
取
引
法
改
正
試
案
作
成

七
月
二
五
日
l
一
一
一
一
日
・
・
関
係
部
慮
と
協
議

八
月
七
日
一
公
正
取
引
法
改
正
案
の
立
法
務
告

八
月
八
日
一
公
聴
曾
開
催

八
月
l
一
O
月
末
一
関
係
部
慮
・
民
間
園
健
の
意
見
聴
取

及
び
協
議

一
O
月
三

O
日
一
経
済
次
官
曾
議
で
議
決

一
一
月
二
日
一
一
経
済
長
官
曾
議
で
議
決

一
一
月
一
一
日
一
次
官
舎
議
で
議
決

一
一
月
一
二
日
一
園
務
曾
議
で
議
決

一
一
月
二
九
日
一
園
舎
行
政
委
員
舎
で
議
決

一
一
一
月
一

O
日
一
園
舎
法
制
司
法
委
員
舎
で
議
決

一
一
一
月
一
一
日
一
圏
曾
本
曾
議
で
議
決

一
一
一
月
三

O
日
一
公
布
(
法
律
第
五
二
三
五
披
)

一
九
九
七
年
四
月
一
日
一
施
行



I 

一
九
九
六
年
改
正
の
必
要
性

政
府
が
打
ち
出
し
て
い
る
一
九
九
六
年
(
五
次
)
改
正
の
具
穏
的
な
必

要
性
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

1
・
適
用
範
園
の
横
大

経
済
各
分
野
に
於
け
る
競
争
の
擦
大
に
よ
り
、
競
争
促
進
型
の
経
済
構

造
を
構
築
し
、
も
っ
て
、
競
争
力
の
強
化
と
消
費
者
の
選
揮
権
の
横
大
を

期
す
る
た
め
に
は
、
公
正
取
引
法
の
適
用
除
外
分
野
を
大
幅
に
縮
小
す
る

必
要
が
あ
る
(
例
え
ば
、
六
一
僚
の
削
除
)

0

(

但
し
、
一

O
候
一
項
、

O
僚
の
二
、
一
項
を
参
照
)
。

東アジア文化と近代法 (6) 

2
・
猪
寡
占
構
造
の
改
善
の
矯
め
の
施
策
の
強
化

濁
寡
占
事
業
者
の
市
場
に
於
け
る
濁
寡
占
的
市
場
構
造
の
長
期
化
な
い

し
固
着
化
の
傾
向
を
是
正
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
矯
に
は
、
濁
寡
占
構

造
を
改
善
す
る
施
策
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。
(
改
正
法
三
位
陣
参
照
)
。

3
・
経
済
力
集
中
の
増
大
化
に
封
す
る
制
度
的
封
備
策

最
近
、
M
&
A
の
活
性
化
、
金
融
機
関
等
に
針
す
る
進
入
障
壁
の
除
去
、

資
本
・
金
融
市
場
の
開
放
等
に
よ
り
経
済
力
の
集
中
が
深
化
す
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
封
す
る
制
度
的
な
装
置
が
必
要
で
あ
る
(
改
正
法

七
保
参
照
)
。

4
・
園
際
化
に
封
摩
す
る
た
め
に
必
要
な
規
制
の
緩
和

開
放
的
・
図
際
化
時
代
に
於
け
る
企
業
が
効
率
的
に
針
醸
す
べ
く
、
公

正
取
引
法
上
の
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
者
の
創
意
と
自
律
を

保
障
す
る
一
方
、
是
正
の
効
率
性
を
確
認
す
べ
き
制
度
を
講
究
す
る
(
七

保
一
項
但
書
)
。

5
.
公
正
取
引
委
員
舎
の
運
営
の
透
明
性
及
び
機
能
の
補
強

公
正
取
引
制
度
に
針
す
る
図
民
の
閥
心
が
深
ま
り
、
公
正
取
引
事
件
も

増
加
す
る
に
従
ぃ
、
委
員
舎
の
運
営
の
公
正
性
と
透
明
性
を
高
め
、
か
っ
、

委
員
舎
の
機
能
を
補
強
す
る
必
要
が
あ
る
(
改
正
法
三
五
燦
以
下
参
照
)
。

北法48(2・173)441

6
.
其
の
他
の
法
制
度
の
未
備
勲
等
の
補
完



事ヰ

其
の
他
法
運
営
の
過
程
に
現
わ
れ
た
、
未
備
勲
等
の
補
完
が
必
要
で
あ

マ
命
。

資

H 

主
要
な
改
正
内
容

以
下
で
述
べ
る
主
要
改
正
内
容
は
、
主
と
し
て
公
正
取
引
委
員
舎
の
資

料
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
其
れ
以
外
に
も
重
要
な
改
正
だ
と
恩

わ
れ
る
改
正
事
項
が
あ
る
が
、
別
項
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

1
・
公
正
取
引
法
の
適
用
範
園
の
披
大

υ
競
争
制
限
的
な
法
令
に
封
す
る
事
前
協
議
、
又
は
通
報
封
象
の
明

瞭
化
、
設
び
に
、
事
後
是
正
意
見
表
明
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

公
共
部
門
に
お
け
る
公
正
取
引
法
の
適
用
範
園
を
擦
大
す
る
。

た
と
え
ば
、
副
旧
制
剰
対
引
制
叫
倒
判
凶
可
制
倒
蜘
岡
州
割
削

1
事
劃

者
の
債
格
・
取
引
僚
件
の
決
定
、
市
場
進
入
又
は
事
業
活
動
の
制
限
、
不

骨
閏
な
共
同
行
筋
ま
た
は
事
業
者
図
健
の
禁
止
行
潟
等
の
競
争
制
限
事
項
を

内
容
と
す
る
法
令
の
制
定
ま
た
は
改
正
、
も
し
く
は
事
業
者
ま
た
は
事
業

者
圏
憶
に
釘
し
て
競
争
制
限
事
項
を
内
容
と
す
る
承
認
其
の
他
の
庭
分
を

す
る
場
合
に
は
、
務
め
公
正
取
引
委
員
舎
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
一
項
)
。
ま
た
、
閥
係
機
関
の
長
は
競
争
制
限
事
項
を
内
容
と
す
る
例

規
・
告
示
等
を
制
定
又
は
改
正
す
る
場
合
に
は
、
珠
め
、
公
正
取
引
委
員

創
叫
組
制
U
制
州
判
叫
剖
叫
劃
川
ベ
コ
明
寸
剖
叫
叫
可
制
側
欄
閥
州
国

は
第
一
一
項
の
規
定
に
依
る
競
争
制
限
事
項
を
内
容
と
す
る
承
認
其
の
他
の

慮
分
を
す
る
場
合
に
は
、
首
一
該
承
認
其
の
他
の
庭
分
の
内
容
を
公
正
取
引

委
員
曾
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
二
項
)
。
公
正
取
引
委
員
曾
は

第
一
一
項
の
規
定
に
依
る
通
報
を
受
け
た
場
合
に
、
首
該
、
制
定
又
は
改
正

し
よ
う
と
す
る
例
規
・
告
一
不
等
に
、
競
争
制
限
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
釘
し
て
、
首
該
競
争
制

限
事
項
の
是
正
に
つ
い
て
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
項
の

規
定
に
依
る
協
議
な
し
に
、
制
定
又
は
改
正
し
た
法
令
ま
た
は
通
報
な
し

に
制
定
さ
れ
た
例
規
・
告
示
等
も
し
く
は
通
報
な
し
に
行
わ
れ
た
承
認
其

の
他
の
庭
分
に
闘
し
で
も
同
じ
く
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
(
凹
項
)
。

(
な
お
六
四
僚
参
照
)
。

以
上
に
釘
し
て
は
、
園
舎
の
専
門
委
員
か
ら
、
公
正
取
引
委
員
曾
が
、

車
に
、
意
見
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
其
の
賞
効
性
に
疑
問
が

あ
り
、
又
、
此
れ
に
因
っ
て
機
関
の
聞
で
権
限
の
紛
争
を
か
も
し
だ
す
憂

い
も
無
く
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
を
綜
合
的
に
考
慮
し
て
慎
重
に
論
議
す

べ
き
だ
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
政
府
案
通
り
に
議
決
さ
れ
て
い
る
。

北j去48(2・174)442

金
融
・
保
険
事
業
者
に
封
す
る
公
正
取
引
法
の
適
用
除
外
を
縮
小



す
る
。

即
ち
、
金
融
・
保
隙
事
業
者
も
競
争
制
限
的
企
業
結
合
の
禁
止
、

と
申
告
封
象
に
含
め
る
。

)
 
1
 
1
 

こ
の
た
め
に
、
金
融
・
保
険
事
業
者
に
釘
す
る
適
用
除
州
を
志
め

て
い
た
到
国
刷
引
出
剰
対
ベ
倒
剖
削
附

U
、
出
資
総
額
制
限
等
、
例
外
の

認
定
が
偶
穂
積
す
る
事
項
は
、
関
聯
傑
項
で
個
別
的
に
例
外
を
認
め
る
こ
と

に
す
る
。
一
方
、
改
正
法
は
、
金
融
業
ま
た
は
保
険
業
を
管
む
曾
祉
を
N

市

場
支
配
的
事
業
者
u

か
ら
除
外
し
て
い
る
(
二
係
七
披
但
書
)
。

東アジア文化と近代法 (6) 

削
除
さ
れ
た
第
六
一
僚
は
、
金
融
業
ま
た
は
保
険
業
を
倍
む
事
業
者
に

釘
す
る
適
用
除
外
の
特
例
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、

「
金
融
業
ま
た
は
保
険
業
を
管
む
事
業
者
」
に
封
し
て
は
、
同
法
第
三
燦

(
市
場
支
配
的
地
位
濫
用
の
禁
止
)
第
七
燦
(
企
業
結
合
の
制
限
)
、
第

一
O
係
(
出
資
線
額
の
制
限
)
、
第
一

O
僚
の
一
一
一
項
(
系
列
曾
枇
に
封

す
る
債
務
保
謹
の
制
限
)
、
第
一
一
一
候
(
企
業
結
合
の
申
告
)
、
第
二
九
候

(
再
販
貰
償
額
維
持
行
震
の
禁
止
)
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
い
わ
ば
、

此
等
の
事
業
者
は
、
ほ
と
ん
ど
、
凡
て
の
規
制
の
外
に
存
在
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。

此
の
例
外
措
置
に
釘
し
て
は
、
従
来
、
賛
成
と
反
釣
の
撃
が
高
か
っ
た
。

即
ち
、
適
用
除
外
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
方
は
、
銀
行
や
保
険
曾
枇
の

資
産
は
、
預
金
主
と
か
保
険
契
約
者
の
出
掃
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

曾
枇
は
、
其
の
増
殖
を
園
る
べ
き
で
あ
り
、
法
律
は
此
れ
を
規
制
す
べ
き

で
無
い
と
す
る
。

此
れ
に
封
し
、
適
用
除
外
に
反
釘
す
る
方
は
、
市
場
経
済
の
競
争
原
理

は
凡
て
の
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
就
中
、
此
の
様
な
事
業

は
、
特
に
大
規
模
企
業
集
圏
、
す
な
わ
ち
財
閥
企
業
群
に
属
す
る
系
列
舎

祉
相
互
間
に
利
用
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
無
い
と
指
摘
す
る
。
此
の
度
の

改
正
は
、
後
者
の
意
見
に
従
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
の
か
わ
り
に
、
前
者
の
主
張
に
釘
し
て
は
、
側
州
制
剖
園
周
附
州
剖

認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
金
融
業
も
し
く
は
保
険
業
を
営
む
曾
祉
に
は
、

刻
列
創
耐
叫
割
引
刷
出
到
制
問
ゴ

d
倒
↓
胡
可
剖
倒
剰
倒
謝
州
制
岡
村
↓

O
僚
の
二
、
一
項
)
の
例
外
を
認
め
て
い
る
。
即
ち
、
大
規
模
企
業
集
圏

に
属
す
る
曾
祉
は
、
圏
内
曾
祉
の
株
式
の
取
得
に
制
限
(
首
該
曾
祉
の
純

資
産
額
の
一

O
O分
の
二
五
)
(
出
資
限
度
額
)
を
う
け
る
が
、
金
融
合

枇
と
保
隙
舎
一
位
に
は
此
の
制
限
は
適
用
さ
れ
な
い
(
改
正
法
一

O
修
一
項
)
0

ま
た
、
所
請
、
債
務
保
諮
制
限
大
規
模
企
業
集
圏
に
属
す
る
曾
枇
は
、
圏

内
系
列
舎
一
位
に
封
し
て
債
務
保
誼
を
す
る
場
合
に
は
、
債
務
保
詮
限
度
額

(
嘗
該
曾
祉
の
自
己
資
本
の
一

O
O
分
の
二

O
O
か
ら
一

O
O分
の
一

O
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手ヰ

O
に
改
正
さ
れ
た
)
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
違
反
に
封
し
て
は
、

重
い
罰
則
(
六
六
僚
一
項
五
競
)
(
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
、
二
億
ウ

ォ
ン
以
下
の
罰
金
)
が
科
せ
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
金
融
曾
枇
も
し
く

は
保
険
曾
祉
が
債
務
保
誼
制
限
大
規
模
企
業
集
図
に
属
す
る
場
合
に
は
、

其
の
系
列
舎
一
位
に
封
し
て
、
債
務
保
誼
を
す
る
と
き
に
、
此
の
制
限
が
適

用
さ
れ
な
い
(
改
正
法
一

O
僚
の
二
、

資

一項)。

2
.
経
済
力
集
中
を
抑
制
す
る
施
策
の
賓
効
性
の
高
揚

構
造
の
改
善

-
濁
寡
占
市
場

1) 

濁
寡
占
的
市
場
構
造
の
改
善
の
矯
め
の
施
策
を
推
し
進
め
る
根
擦

規
定
(
三
線
)
を
次
の
よ
う
に
設
け
る
。

即
ち
、
劃
民
創
刊
制
割
削
附
制
捌
欄
剖
州
副
矧
同
制
り
岡
叫
叫
引
制
刷

用
役
の
需
給
市
場
に
封
し
て
は
、
競
争
を
促
進
す
る
矯
め
の
施
策
(
競
争

導
入
の
構
造
改
封
割
引
割
引
制
崩

U
剖
川
利
則
剖
引
利
川
副
劃
劇

場
合
に
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
針
し
、
濁
寡
占
市
場
構
造
の
改
善
に

閲
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
(
一
一
一
傑
)
。
(
新
設
)
。

2) 

大
規
模
企
業
集
圏
系
列
曾
祉
関
の
債
務
保
護
を
段
階
的
に
解
消
す

一
九
九
八
年
三
月
=
二
日
ま
で
に
自
己
資
本
の
一

O
O
%
を
縮

る
矯
め
、

小
す
る
0

(

附
則
③
)

こ
れ
ま
で
は
、
所
謂
、
債
務
保
誼
大
規
模
企
業
集
圏
に
属
す
る
曾
枇
は
、

圏
内
系
列
舎
一
吐
に
釘
し
て
債
務
保
誼
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
保
-
議
抽
総
額
が

自
己
資
本
の
一

O
O
分
の
二

O
O
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
限

(
債
務
保
設
限
度
額
)
が
つ
い
て
い
た
(
一

O
僚
の
二
)
。
こ
の
債
務
保

詮
限
度
額
が
、
此
の
度
の
改
正
に
依
り
、
自
己
資
本
の
一

O
O
分
の
二

O

O
か
ら
一

O
O
分
の
一

O
O
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
(
改
正
法
一

O
僚

の
二
、
一
項
)
。

こ
れ
に
伴
う
、
債
務
保
誌
に
関
す
る
経
過
措
置
に
依
れ
ば
、
こ
の
改
正

法
施
行
蛍
時
(
一
九
九
七
年
四
月
一
日
)
、
債
務
保
詮
大
規
模
企
業
集
図

に
属
す
る
曾
祉
に
し
て
、
改
正
法
施
行
賞
時
、
図
内
に
お
け
る
系
列
曾
枇

に
釣
す
る
債
務
保
誼
の
線
額
が
、
同
法
第
一

O
僚
の
二
(
系
列
曾
枇
に
針

す
る
債
務
保
詮
の
制
限
)
一
項
の
改
正
規
定
に
依
る
債
務
保
設
限
度
額
を

超
過
す
る
場
合
に
は
、
一
九
九
八
年
三
月
二
二
日
ま
で
、
其
の
債
務
保
諮

得
額
を
蛍
該
舎
枇
の
債
務
保
謹
限
度
額
と
看
倣
す
。
但
し
、
自
己
資
本
の

増
加
に
因
っ
て
、
品
百
曲
該
舎
一
祉
の
債
務
保
讃
限
度
額
が
債
務
保
誼
徳
額
を
超

過
す
る
場
合
は
、
其
の
限
り
で
な
い
(
附
則
③
)
。

以
上
は
、
系
列
曾
枇
聞
の
包
括
的
な
債
務
保
誌
が
、
大
企
業
に
釘
す
る

興
信
の
偏
重
を
も
た
ら
し
、
限
界
不
賓
企
業
の
退
出
を
阻
害
す
る
等
、
其

の
弊
害
が
大
な
る
点
に
か
ん
が
み
、
漸
進
的
に
解
消
せ
ん
と
す
る
の
が
立
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法
趣
旨
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
は
、
図
曾
専
門
委
員
側
か
ら
、

此
の
よ
う
な
非
正
常
的
な
系
列
曾
枇
間
の
債
務
保
讃
は
、
完
全
に
解
消
す

る
の
が
公
正
取
引
法
の
趣
旨
に
附
合
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
面
か
ら
の

論
議
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
局
は
、
政
府
案

が
議
決
さ
れ
て
い
る
。

東アジア文化と近代法 (6) 

他
の
事
業
者
に
釣
し
て
不
嘗
に
資
産
・
資
金
・
人
力
を
支
援
す
る

行
矯
を
規
制
す
る
。

即
ち
、
他
の
事
業
者
に
針
す
る
不
母
国
な
仮
支
給
金
・
貸
輿
金
・
人
力
・

不
動
産
・
無
健
財
産
権
な
ど
の
支
援
を
禁
止
す
る
(
一
一
山
保
亘
三
。

即
ち
、
改
正
法
に
よ
れ
ば
、
覇
劃
剖
刺
可
制
割
叫
1
剰
刺
岡
倒
刈
ベ
法

七
脇
陣
、
施
行
令
一
二
係
)
又
は
他
の
ん
習
枇
に
封
し
て
俵
支
給
金
・
貸
輿
金
・

人
力
・
不
動
産
・
有
償
誼
券
・
無
健
財
産
権
な
ど
を
提
供
す
る
か
、
も
し

く
は
、
著
し
く
有
利
な
候
件
で
取
引
き
を
し
て
特
殊
閥
係
人
、
又
は
他
の

曾
祉
を
支
援
す
る
行
矯
を
、
新
た
に
、
不
公
正
取
引
行
震
の
一
つ
に
加
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
事
業
者
は
此
の
よ
う
な
行
篤
に
し
て
、
公
正
な
取
引

を
阻
害
す
る
憂
い
の
あ
る
行
矯
を
す
る
か
、
も
し
く
は
、
系
列
曾
枇
又
は

他
の
事
業
者
を
し
て
此
の
よ
う
な
行
矯
を
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
は
な
ら
な

い
(
二
三
俊
一
項
七
競
)
。
違
反
に
封
し
て
は
罰
則
の
適
用
が
あ
る

七
僚
二
競
)
。

改
正
法
に
依
れ
ば
、
不
公
正
取
引
行
矯
の
類
型
は
大
統
領
令
で
定
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
二
三
保
二
項
)
。

以
上
に
封
し
て
閤
舎
の
専
門
委
員
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

即
ち
、
不
骨
固
な
人
力
支
援
の
概
念
が
暖
昧
で
あ
り
、
其
の
類
型
を
下
位
の

法
令
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
恐
意
的
に
運
仕
官
さ
れ
る
憂
い
が
あ
り
、
又
、

業
種
の
特
性
か
ら
又
は
中
小
企
業
協
力
の
固
か
ら
し
て
人
力
の
派
遣
と
か

技
術
の
開
設
な
ど
の
矯
め
に
人
力
の
支
援
が
不
可
避
な
場
合
も
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
て
、
慎
重
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
然

し
、
園
舎
で
は
、
原
案
通
り
通
過
し
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
述
べ
る
と
、

従
前
は
、
不
公
正
取
引
行
矯
の
類
型
と
基
準
は
公
正
取
引
委
員
舎
で
定
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(
改
正
前
二
三
俊
二
項
)
。

ム

ノ、

一
方
、
改
正
法
の
新
規
規
定
で
あ
る
第
一
四
燥
の
二
一
(
閥
係
機
関
に
封

す
る
資
料
の
確
認
要
求
等
)
に
依
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
舎
は
、
第
九
保

(
相
互
出
資
の
禁
止
)
、
第
一

O
候
(
出
資
総
額
の
制
限
)
、
第
一

O
僚
の

二
(
系
列
舎
枇
に
針
す
る
債
務
保
詮
の
制
限
)
、
第
一
一
候
(
金
融
及
び

保
険
曾
祉
の
議
決
権
の
制
限
)
、
第
二
二
候
(
株
式
所
有
現
況
等
の
申
告
)
、

第
一
四
傑
(
大
規
模
企
業
集
閣
の
指
定
)
、
第
一
四
僚
の
二
(
系
列
舎
一
祉

の
編
入
お
よ
び
除
外
等
)
の
規
定
の
施
行
の
矯
め
に
必
要
と
認
め
る
場
合

に
は
、
一
定
の
機
関
(
例
え
ば
、
銀
行
監
督
院
・
透
券
監
督
院
・
圏
内
金
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料

融
機
関
其
の
他
)
に
封
し
て
、
大
規
模
企
業
集
園
又
は
債
務
保
諮
大
規
模

創
劃
劃
岡
州
岡
阿
刻
列
劃
耐
州
側
副
州
側
剖
岡
利
瑚
削
「
関
親
倒
謝
閥
酬

釦
州
制
剖
州
劃
割
削
引
制
叫
吋
制
到
紺
到
ぺ
剣
劇
創
別
刷
倒
倒
川
町
側
叫

刺
刈
利
引
制
料
1
利
酬
劃
州
制
引
刻
凶
樹
倒
叫
岡
引
引
宵
料
朝
1
剖
到
剖

資
料
の
確
認
ま
た
は
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
出
来
る
(
一
四
僚
の
三
)
。

資

3
・
企
業
結
合
制
限
制
度
の
整
備

1) 

競
争
制
限
的
企
業
結
合
制
限
制
度
の
適
用
範
闘
の
抜
大

こ
れ
ま
で
は
、
競
争
制
限
的
企
業
結
合
の
制
限
(
七
俊
一
項
)
が
、

定
規
模
(
資
本
金
が
五
O
億
ウ
ォ
ン
又
は
資
産
が
、
二
O
O
億
ウ
ォ
ン
)

以
上
の
事
業
者
に
封
し
て
適
用
さ
れ
て
き
た
が
、
引
利
州
引
削
「
到
剰
の

矧
関
川
同
劇
制
引
1
川
引
刷
出
刑
制
削
岡
阿
創
動
制
創
叫
劃
川
引
矧
制
州
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
改
正
前
の
第
七
僚
(
企
業
結
合
の
制
限
)

一
項
に
依
れ
ば
、
資
本
金
又
は
資
産
線
額
が
大
統
領
令
で
定
め
る
基
準
に

該
晶
画
す
る
曾
枇
は
賓
質
的
に
競
争
を
制
限
す
る
「
企
業
結
合
」
(
七
候
一
項
)

行
矯
が
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
と
し
、
大
統
領
令
(
施
行
令
)
第
一
一

僚
一
項
で
は
、
そ
の
基
準
と
し
て
「
到
桐
劃
州
到

α働
引
引
川
刻
削
粧
品
副

産
が
、
二
O
O
億
ウ
ォ
ン
以
上
の
曾
祉
」
と
明
規
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
改
正
法
第
七
候
一
項
で
は
、
此
の
「
資
本
金
又
は
資
産
総

額
が
大
統
領
令
で
定
め
る
基
準
に
該
賞
す
る
曾
祉
」
な
る
部
分
を
削
除
し

て
お
り
、
従
っ
て
、
施
行
令
第
一
一
候
一
項
の
ほ
う
で
も
「
資
本
金
が
五

O
億
ウ
ォ
ン
又
は
線
資
産
が
、
二
O
O
億
ウ
ォ
ン
以
上
の
曾
社
」
な
る
部

分
が
必
要
無
く
な
り
、
其
の
結
果
、
資
本
金
と
か
資
産
総
額
と
か
の
規
模

の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
企
業
結
合
の
規
制
の
釣
象
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
斗
討
瑚
樹
(
施
行
令
で
定
め
る
が
、
昨
え
ば
、
資
産
又
は
貰

出
額
が
五
O
O
億
ウ
ォ
ン
1

一、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
)
以
上
の
事
業
者
に

封
し
て
は
、
申
告
義
務
を
課
す
る
(
改
正
法
二
一
候
)
。

2) 

上
場
法
人
に
劃
す
る
申
告
劃
象
の
株
式
所
有
比
率
を
引
き
下
閉

(
二
O
%
l
一
五
%
)
(
改
正
法
二
一
像
、
一
項
一
銭
)
。
株
式
所
有
比
率

を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
特
殊
関
係
人
又
は
系
列
曾
枇
の
持
分
を
合
算
し

て
計
算
す
る
(
改
正
法
二
一
候
、
一
二
項
)
。
特
殊
閥
係
人
の
範
園
に
つ
い

て
は
、
施
行
令
第
一
二
僚
で
定
め
て
い
る
。

3) 

濁
寡
占
市
場
構
造
の
形
成
と
経
済
力
集
中
の
原
因
に
な
る
混
合
結

合
に
封
す
る
審
査
の
強
化

大
企
業
が
中
小
企
業
分
野
で
企
業
結
合
を
通
し
て
進
出
す
る
こ
と
が
、
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五
%
以
上
の
市
場
占
有
率
を
占
め
る
場
合
、
も
し
く
は
、
市
場
支
配
的
事

業
者
と
の
結
合
の
場
合
に
は
、
競
争
制
限
性
を
有
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。

企
業
結
合
の
制
限
に
関
す
る
改
正
法
第
七
僚
四
項
(
新
設
)
に
依
れ
ば
、

二
疋
の
場
合
に
は
、
賓
質
的
に
競
争
を
制
限
す
る
も
の
と
推
定
す
る
旨
を

規
定
し
て
い
る
。
此
れ
は
、
競
争
制
限
の
立
讃
が
賞
際
に
困
難
で
あ
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、

企
業
結
合
(
七
俊
一
項
)
が
次
の
各
援
の
一
に
該
賞
す
る
場
合
に
は
、

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
賓
質
的
に
制
限
す
る
も
の
と
推
定
す

る。

東アジア文化と近代法 (6) 

企
業
結
合
の
嘗
事
曾
祉
の
市
場
占
有
率
(
系
列
曾
枇
の
市
場
占
有

率
を
合
算
し
た
占
有
率
を
指
す
。
以
下
、
本
僚
に
お
い
て
同
じ
)
の
合
計

が
次
の
各
自
の
要
件
を
具
え
る
場
合
。

川
市
場
占
有
率
の
合
計
が
市
場
支
配
的
事
業
者
(
二
候
七
波
、
四
位
休
、

施
行
令
七
僚
参
照
)
の
要
件
に
該
賞
す
る
こ
と
。

凶
市
場
占
有
率
の
合
計
が
嘗
該
取
引
分
野
に
お
い
て
第
一
位
で
あ
る

こん」。

川
市
場
占
有
率
の
合
計
と
市
場
占
有
率
が
第
二
位
で
あ
る
曾
枇
(
首

該
舎
一
祉
を
除
い
た
曾
枇
の
中
で
、
第
一
位
で
あ
る
舎
祉
を
指
す
)

の
市
場
占
有
率
と
の
差
異
が
、
そ
の
市
場
占
有
率
の
合
計
の
一

O

O
分
の
二
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。

資
産
総
額
又
は
頁
出
額
の
規
模
(
系
列
曾
祉
の
資
産
総
額
ま
た
は

寅
出
額
を
合
算
し
た
規
模
を
指
す
)
が
大
統
領
令
で
定
め
る
規
模
に
該
賞

す
る
曾
枇
(
以
下
寸
大
規
模
曾
枇
」
と
言
、
つ
)
が
、
直
接
又
は
特
殊
関
係

人
を
通
じ
て
行
う
企
業
結
合
が
次
の
各
自
の
要
件
を
備
え
た
場
合
。

川
中
小
企
業
基
本
法
に
依
る
中
小
企
業
の
市
場
占
有
率
の
三
分
の
一
一

以
上
で
あ
る
取
引
分
野
に
お
け
る
企
業
結
合
で
あ
る
こ
と
。

間
賞
該
企
業
結
合
に
よ
っ
て
、
一

O
O
分
の
五
以
上
の
市
場
占
有
率

を
占
め
る
こ
と
。

2) 以
上
の
よ
う
に
、
改
正
法
第
七
係
四
項
の
推
定
規
定
(
就
中
、
企
業
結

合
に
よ
っ
て
一

O
O
分
の
五
以
上
の
市
場
占
有
率
を
占
め
る
場
合
)
を
設

け
た
の
は
、
主
に
、
中
小
企
業
が
活
動
し
て
い
る
市
場
に
於
て
、
大
企
業

が
混
合
結
合
の
形
態
で
進
入
す
る
場
合
、
二
疋
の
期
間
が
経
過
し
た
後
、

優
勢
な
資
金
力
を
元
に
し
て
、
中
小
企
業
を
逐
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
市

場
を
支
配
し
、
も
っ
て
、
競
争
を
阻
害
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
憂
い
が
大

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
此
等
の
場
合
に
、
政
策
的
に
、

競
争
制
限
性
を
有
す
る
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
謹
責
任
を

轄
嫁
せ
ん
と
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
に
釘
し
て
は
、
園
舎

の
専
門
委
員
の
ほ
う
か
ら
の
慎
重
論
が
あ
り
、
競
争
促
進
の
面
か
ら
し
て
、
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キヰ

中
小
企
業
の
固
有
業
種
を
段
階
的
に
縮
小
せ
ん
と
す
る
政
府
方
針
と
の
閥

係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

資

4) 

企
業
結
合
申
告
を
原
則
的
に
「
事
後
申
告
制
度
」
に
す
る
。

改
正
法
第
一
一
一
候
(
企
業
結
合
の
申
告
)
四
項
に
依
れ
ば
、
企
業
結
合

の
申
告
は
嘗
該
結
合
の
日
よ
り
三

O
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

[
改
正
前
第
一
一
一
保
(
企
業
結
合
の
申
告
)
四
項
に
も
、
役
員
の
粂
任
後

ま
た
は
合
併
契
約
締
結
後
三
O
日
以
内
の
申
告
義
務
と
な
っ
て
い
る
]
[
同

燦
四
項
(
申
告
後
三

O
日
以
内
合
併
登
記
禁
止
)
参
照
]

小
規
模
企
業
結
合
等
、
競
争
制
限
制
の
大
き
く
な
い
企
業
結
合
に
た
い

し
て
は
、
「
簡
易
申
告
制
度
」
を
導
入
し
審
査
期
間
を
短
縮
す
る
(
三

0

1
六
O
日
↓
一
五
日
)
。
さ
ら
に
、
申
告
書
類
を
大
幅
に
簡
素
化
(
施
行

令
と
関
聯
告
示
を
改
正
)
す
る
。

4
・
不
骨
固
な
共
同
行
矯
お
よ
び
不
公
正
取
引
行
矯
の
規
制
の
強
化

1) 

不
栓
回
な
共
同
行
矯
を
白
か
ら
進
ん
で
申
告
す
る
者
に
釘
し
て
は
、

課
徴
金
割
州
制
蜘
制
固
剖
割
刷
1
刻
凶
魁
附
す
る
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、

改
正
法
第
二
二
僚
の
二
(
新
設
)
に
依
れ
ば
、
刑
劃
刻
刻
同
矧
矧
劃
刺
し

た
事
業
者
が
其
の
事
賓
を
公
正
取
引
委
員
曾
に
申
仲
一
目
し
た
場
合
に
は
、
首

該
申
告
者
に
釘
し
て
は
、
第
一
一
一
候
(
是
正
措
置
)
の
規
定
に
依
る
是
正

措
置
、
第
二
二
候
(
課
徴
金
)
の
規
定
に
依
る
課
徴
金
を
減
軽
ま
た
は
免

除
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
課
徴
金
の
減
軽
ま
た
は
免
除
の
基
準
・
程
度
な

ど
必
要
な
事
項
は
大
統
領
令
で
定
め
る
(
同
僚
二
項
)
。

北法48(2・180)448

事
業
者
園
樫
が
構
成
事
業
者
を
し
て
競
争
制
限
行
矯
を
す
る
よ
う

に
誘
導
(
討
助
)
す
る
行
矯
を
規
制
す
る
。
即
ち
、
改
正
法
第
二
六
係
(
事

業
者
園
陸
の
禁
止
行
筋
)
一
項
四
競
(
改
正
)
に
依
れ
ば
、
事
業
者
間
飽

は
構
成
事
業
者
を
し
て
第
二
三
候
(
不
公
正
取
引
行
篤
の
禁
止
)
一
項
に

依
る
不
公
正
取
引
行
翁
又
は
第
二
九
候
(
再
販
貰
債
格
維
持
行
筋
の
制
限
)

に
よ
る
再
販
資
債
格
維
持
行
矯
を
さ
せ
る
か
も
し
く
は
布
助
し
で
は
な
ら

な
い
。
違
反
に
封
し
て
は
罰
則
の
適
用
が
あ
る
(
六
六
俊
一
項
九
競
)

O

H

持
助
H

部
分
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

3) 

競
争
事
業
者
に
釘
す
る
事
業
活
動
妨
害
行
筋
も
不
公
正
取
引
行
潟

の
類
型
に
含
め
て
、
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
に
す
る
。
(
二
三
保
一
項
五
競
)
。

改
正
法
第
二
三
候
(
不
公
正
取
引
行
篤
の
禁
止
)
一
項
五
鋭
に
依
れ
ば
、

「
取
引
の
相
釘
方
の
事
業
活
動
を
不
嘗
に
拘
束
す
る
係
件
で
取
引
を
す
る

か
、
も
し
く
は
、
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
を
妨
宰
一
目
す
る
行
筋
」
を
不
公



正
取
引
行
篤
と
し
て
禁
止
の
封
象
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
取
引
の
相
釘
方
の
事
業
活
動
の
妨
害
行
筋
だ
け
を
規
制

の
釘
象
に
し
て
い
る
。

5
.
法
執
行
の
賓
効
性
の
確
保
の
矯
め
の
制
度
の
補
完

1) 

東アジア文化と近代法 (6) 

法
人
の
新
設
等
に
依
り
、
貰
出
額
が
無
い
か
、
も
し
く
は
、
貰
出

額
を
基
準
に
し
た
課
徴
金
の
賦
課
が
困
難
な
場
合
に
は
、
二
疋
額
(
五
億

ウ
ォ
ン

l
一
O
億
ウ
ォ
ン
以
下
)
の
課
徴
金
を
賦
課
で
き
る
よ
う
な
根
擦

を
設
け
る
(
二
八
修
二
項
、
三
一
僚
の
二
、
但
書
、
三
四
僚
の
二
、
但
書
)
。

例
え
ば
、
改
正
法
第
二
四
僚
の
二
(
課
徴
金
)
に
依
れ
ば
、
公
正
取
引
委

員
舎
は
不
公
正
取
引
行
矯
を
し
た
事
業
者
に
封
し
て
、
責
出
額
の
一

0
0

分
の
こ
を
超
え
な
い
範
圏
内
で
、
課
徴
金
を
賦
課
出
来
る
(
本
文
)
。
但
し
、

貰
出
額
が
無
い
場
合
に
は
、
五
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
な
い
範
圏
内
で
課
徴
金

を
賦
課
出
来
る
(
同
僚
但
書
)
。
こ
の
よ
う
に
、
費
出
額
が
無
い
場
合
に
は
、

五
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
な
い
範
園
内
で
課
徴
金
を
賦
課
出
来
る
場
合
は
こ
の

ほ
か
に
設
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
事
業
者
圏
慢
の
禁
止
行
矯
を
犯
し
た
場

制
(
二
八
篠
二
項
、
但
書
)
、
同
劇
劃
倒
倒
紺
矧
矧
矧
制
岡
引
制
叫
剖
掛

合
(
一
一
二
僚
の
二
)
、
事
業
者
も
し
く
は
事
業
者
圏
慢
が
、
第
三
二
条
に

よ
る
園
際
契
約
の
制
限
に
違
反
し
た
場
合
な
ど
に
も
、
此
の
但
書
の
例
外

が
設
け
ら
れ
て
い
る
(
二
一
四
僚
の
二
但
書
)
。

更
に
市
場
支
配
的
事
業
者
が
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
行
矯
を
な
し
た

場
合
に
は
、
公
正
取
引
委
員
舎
は
費
出
額
の
一

O
O
分
の
三
を
超
え
な
い

範
囲
で
課
徴
金
を
賦
課
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
、
費
出
額
が
無
い
か
、

も
し
く
は
、
責
出
額
の
算
定
が
困
難
な
場
合
に
し
て
、
大
統
領
令
の
定
め

る
場
合
に
は
、
一

O
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
な
い
範
圏
で
課
徴
金
を
賦
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
(
六
候
)
。
又
、
不
首
な
共
同
行
筋
を
行
っ
た
事
業
者
に

封
し
て
は
、
賓
出
額
の
一

O
O
分
の
五
を
超
え
な
い
範
国
で
課
徴
金
を
賦

課
で
き
る
が
、
や
は
り
賓
出
額
が
無
い
場
合
に
は
、
一

O
億
ウ
ォ
ン
を
超

え
な
い
範
屈
で
課
徴
金
を
技
課
出
来
る
と
な
っ
て
い
る
(
改
正
法
二
二
候
)
。

競
争
秩
序
を
著
し
く
温
害
す
る
重
大
な
法
違
反
行
筋
に
封
し
て
は
、

公
正
取
引
委
員
舎
が
検
察
総
長
に
釘
し
て
告
愛
し
な
け
れ
な
な
ら
な
い
と

し
、
さ
ら
に
、
検
察
総
長
は
委
員
曾
に
た
い
し
て
告
設
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
(
七
一
俊
二
項
・
三
項
)
。
即
ち
、
改
正
法
第
七

一
俊
二
項
(
新
設
)
に
依
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
舎
は
、
第
六
六
候
(
罰

則
)
(
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
億
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
)
、
及
び
第
六

七
燦
(
罰
則
)
(
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
億
五
千
首
何
ウ
ォ
ン
以
下
の

罰
金
)
の
罪
の
中
で
、
其
の
違
反
の
程
度
が
客
観
的
に
明
白
で
、
重
大
で

あ
り
経
済
秩
序
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
検
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料

察
総
長
に
こ
れ
を
告
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
二
項
)
。
又
、
検
察
徳

岡
山

1
M
g同
制
州
劃
間
ベ
ゴ
胡
叶
凶
矧
劃
判
剖
剖
州
剖
刷
叫
利
引
朝
間

州
制
引
制
剖
叫
刷
ォ
到
固
刑
刊
劃
民
創
叫
剖
制
叫
可
制
劉
引
釦
U
U
E劃

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
僚
三
項
)
。
公
正
取
引
委
員
舎
は
公
訴
を
提

起
し
た
後
は
、
告
設
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
(
同
線
四
項
)
。

以
上
の
公
正
取
引
委
員
舎
の
告
溌
義
務
(
七
一
俊
二
項
)
と
、
検
察
線

長
の
公
正
取
引
委
員
舎
に
針
す
る
告
後
要
請
(
同
僚
三
項
)
は
新
設
規
定

で
あ
る
が
、
か
つ
て
百
貨
店
等
の
虚
傷
誇
張
庚
告
が
あ
っ
た
と
き
に
公
正

取
引
委
員
舎
が
消
極
的
態
度
を
示
し
た
こ
と
に
釘
し
て
輿
論
が
可
成
り
強

く
反
擬
し
た
こ
と
が
あ
り
、
賞
時
の
検
察
も
公
正
取
引
法
な
ら
ぬ
一
般
詐

欺
罪
で
問
題
に
し
た
事
賓
な
ど
が
立
法
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

資

以
上
に
釣
し
て
は
、
寸
経
済
秩
序
を
著
し
く
祖
生
一
目
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
場
合
」
の
解
穆
に
つ
い
て
、
公
正
取
引
委
員
舎
と
検
察
側
の
意
見
が

封
立
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
に
釘
す
る
解
決
策
が
必
要
だ
と

の
専
門
委
員
か
ら
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
立
法
に
於
て
は
、
鈴
り
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

参
考
の
矯
め
に
述
べ
る
と
、
委
員
曾
の
専
属
告
後
制
度
(
第
七
一
俊
一

項
)
は
其
の
ま
ま
存
績
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
務

部
(
法
務
省
)
の
ほ
う
か
ら
、
専
属
告
後
制
度
自
慢
の
廃
止
の
主
張
が
強

か
っ
た
が
、
結
局
、
上
の
よ
う
に
、
委
員
舎
の
告
後
義
務
と
検
察
線
長
に

よ
る
告
後
要
請
と
い
う
形
で
落
着
(
妥
協
)
し
た
と
の
見
方
も
あ
る
。
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6
.
委
員
舎
の
運
営
の
公
正
性
・
透
明
性
の
高
揚
、
詑
び
に
其
の
他
の
未

備
勃
の
補
完

1) 

経
済
力
集
中
抑
制
の
施
策
と
競
争
政
策
の
責
任
の
有
る
推
進
の
矯

め
、
公
正
取
引
委
員
舎
の
中
央
行
政
機
関
と
し
て
の
地
位
を
明
瞭
に
す
る
。

(
改
正
法
三
五
線
二
項
参
照
)
。

即
ち
、
改
正
法
に
よ
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
舎
は
政
府
組
織
法
第
二
僚

の
規
定
に
依
り
、
中
央
行
政
機
関
と
し
て
所
管
事
務
を
執
行
し
、
委
員
長
・

副
委
員
長
事
務
庭
長
を
、
政
府
組
織
法
第
九
燦
(
政
府
委
員
)
に
拘
わ
ら

ず
、
政
府
委
員
と
す
る
(
同
法
三
七
僚
四
項
)
。
こ
れ
に
釘
し
て
は
、
園

舎
の
専
門
委
員
の
方
か
ら
、
中
央
行
政
機
関
の
設
置
は
政
府
組
織
法
第
二

係
(
中
央
行
政
機
関
の
設
置
と
組
織
)
で
規
定
す
る
の
が
原
別
で
あ
る
の

で
、
こ
の
よ
う
な
公
正
取
引
法
の
改
正
は
他
の
委
員
曾
等
か
ら
も
中
央
行

政
機
関
え
の
要
求
に
連
が
る
慮
れ
が
あ
る
か
ら
、
慎
重
な
議
論
が
要
求
さ

れ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
し
か
し
結
局
は
政
府
案
の
通
り
に
議
決
さ
れ

た
の
で
あ
る
。



申
告
事
件
の
公
正
に
し
て
効
率
的
な
審
査
の
矯
め
、
小
倉
議
の
制

度
を
採
捧
す
る
(
三
七
僚
の
二
)
。

小
曾
議
で
は
、
日
常
的
な
事
件
、
其
の
他
の
軽
微
な
事
件
を
審
議
・
議

決
す
る
(
三
七
僚
の
三
、
二
項
)
。

3) 

是
正
措
置
の
執
行
停
止
制
度
を
も
、
つ
け
る
。

是
正
措
置
を
受
け
た
事
業
者
が
異
議
を
申
請
し
た
場
合
に
し
て
、
是
正

措
置
の
履
行
に
因
り
、
回
復
し
難
い
損
害
が
生
ず
る
憂
い
が
有
る
場
合
に

は
、
是
正
措
置
の
執
行
を
暫
定
的
に
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
す

る。

東アジア文化と近代法 (6)

即
ち
、
改
正
法
に
よ
れ
ば
公
正
取
引
委
員
舎
は
、
此
の
法
律
の
規
定
に

依
る
是
正
措
置
命
令
を
受
け
た
者
が
、
第
五
三
傑
(
異
議
申
請
)
一
項
の

異
議
の
申
請
を
な
し
た
場
合
に
し
て
、
其
の
命
令
の
履
行
又
は
手
績
に
因

り
生
じ
得
べ
き
回
復
し
難
い
損
害
を
防
ぐ
矯
め
に
必
要
だ
と
認
め
た
時
に

は
、
嘗
事
者
の
申
請
ま
た
は
職
権
に
依
り
、
其
の
命
令
の
履
行
も
し
く
は

手
績
の
績
行
に
釘
し
停
止
(
以
下
「
執
行
停
止
」
と
言
う
)
を
決
定
す
る

こ
と
が
出
来
る
(
五
三
僚
の
二
、
一
項
)
(
新
設
)
。

公
正
取
引
委
員
舎
は
執
行
停
止
の
決
定
の
後
に
、
執
行
停
止
の
事
由
が

無
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
賞
事
者
の
申
請
も
し
く
は
職
権
に
依
る
決
定
に

よ
り
執
行
停
止
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
る
(
同
僚
二
項
)
(
新
設
)
。

4) 

公
正
取
引
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
を
延
長
す

る
(
一
年
↓
一
一
一
年
)
。
(
五
七
保
二
項
)
。

田
.
其
の
他
の
改
正
事
項

以
上
は
公
正
取
引
委
員
舎
で
主
要
な
改
正
事
項
だ
と
認
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
以
下
で
は
、
そ
れ
以
外
の
改
正
事
項
を
公
正
取
引
法
の
各
章
毎
に

要
約
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
(
語
句
の
修
正
と
か
枝
葉
的
・
行
政
的
な

事
項
の
改
正
な
ら
び
に
、
罰
則
な
ど
の
改
正
は
、
省
く
こ
と
に
す
る
)
。

第

章

市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
禁
止

一
.
市
場
支
配
的
地
位
の
滋
用
行
鴛
の
類
型
及
び
基
準

改
正
法
に
依
れ
ば
、
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
行
震
の
類
型
及
び
基
準

は
公
正
取
引
委
員
舎
が
こ
れ
を
定
め
て
告
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
(
三
僚

の
二
、
二
項
)
(
新
設
)
。
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料

第

章

企
業
結
合
の
制
限
及
び
経
済
力
集
中

資

一
.
企
業
結
合
の
基
準
・
告
示

一
定
の
取
引
分
野
で
競
争
を
貧
質
的
に
制
限
す
る
企
業
結
合
(
七
俊
一

項
)
及
び
強
要
其
の
他
の
不
公
正
な
方
法
に
依
る
釦
劃
紺
剣
ベ
剛
倒
ヨ
樹
)

の
基
準
は
、
公
正
取
引
委
員
舎
が
之
を
定
め
て
告
示
す
る
こ
と
が
出
来
る

(
七
候
五
項
)
(
新
設
)
。

二
.
株
式
取
得
の
基
準

法
第
七
係
一
一
項
に
依
り
、
他
の
曾
祉
の
株
式
の
取
得
ま
た
は
所
有
が
企

業
結
合
に
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
此
の
倒
到
刷
倒
剖
剖
凶
阿
創
刊
J
割

劃
叫
州
州
制
引
制
り
叶
劃
劃
制
剖
刑
制
問
倒
剖
割
哨
叫
利
引
と
い
う
の
が

改
正
法
第
七
僚
の
二
が
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
新
設
)
。
従
っ
て
株
主

名
簿
上
の
名
義
改
書
の
有
無
に
は
関
係
が
無
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、

此
れ
に
つ
い
て
は
、
A

冒
枇
の
定
執
に
依
り
、
株
式
の
譲
渡
に
取
粥
役
(
理

事
)
舎
の
承
認
を
要
す
る
曾
枇
の
株
式
を
取
得
す
る
場
合
に
は
(
商
法
三

三
五
俊
一
項
但
書
)
、
取
締
役
(
理
事
)
舎
の
承
認
の
要
否
が
問
題
と
な

る
場
合
が
あ
ろ
う
(
同
僚
二
項
参
照
)
。

二
.
出
資
総
額
が
制
限
さ
れ
る
大
規
模
企
業
集
園
所
属
曾
枇
の
出
資
限

北法48(2・184)452

度
額
の
嬰
動

大
規
模
企
業
集
圏
に
属
す
る
曾
枇
は
、
自
枇
の
純
資
産
額
の
一

O
O分

の
二
五
(
出
資
限
度
額
)
を
超
え
て
圏
内
の
他
の
舎
祉
の
株
式
を
取
得
又

は
所
有
し
て
は
な
ら
な
い
(
一

O
候
一
項
)
。
此
の
出
資
限
度
額
の
基
準

で
あ
る
純
資
産
額
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
、
他
社
に
針
す
る
出
資
細
川
額
が
、

上
の
出
資
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
其
の
超
え
る
日
か
ら
三
年
間
は
、

超
過
し
た
日
の
出
資
総
額
を
出
資
限
度
額
と
肴
倣
す
と
す
る
の
が
改
正
前

の
規
定
で
あ
る
(
同
僚
五
項
)
。
ま
た
、
そ
の
三
年
の
期
間
が
経
過
し
た

後
に
、
純
資
産
額
が
、
更
に
減
少
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
減
少
し
た
日
か

ら
三
年
間
は
減
少
前
の
出
資
限
度
額
を
出
資
限
度
額
と
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
(
同
僚
六
候
)
(
改
正
法
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
)
。

此
に
釣
し
、
改
正
法
に
依
れ
ば
超
過
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
超
過
し
た

日
の
出
資
総
額
と
超
過
し
た
直
前
の
出
資
限
度
額
の
中
、
少
な
い
金
額
を

出
資
限
度
額
と
看
倣
す
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
純
資
産
額
が
再
び

減
少
す
る
場
合
に
も
ま
た
同
じ
、
と
な
っ
て
い
る
。
(
改
正
法
一

O
係
五

項
本
文
後
段
及
び
但
書
)

0

(

改
正
前
一

O
保
六
項
参
照
)
。

四
.
所
有
分
散
優
良
舎
一
祉
に
釘
す
る
出
資
線
額
制
限
の
適
用
排
除
と
所



有
分
散
優
良
舎
祉
の
確
認

所
調
「
所
有
分
散
優
良
曾
枇
」
に
封
し
て
は
、
前
記
の
出
資
総
額
の
制

限
(
一

O
候
一
項
)
が
適
用
さ
れ
な
い
。
所
有
分
散
優
良
舎
祉
の
要
件
は

大
統
領
令
(
施
行
令
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
(
同
僚
三
項
)
(
同
法

施
行
令
一
七
僚
の
四
、
一
項
)
。
こ
れ
に
関
聯
し
て
改
正
法
は
、
新
た
に

規
定
を
設
け
、
到
国
岡
引
劃
周
創
凶
刻
瑚
欄
創
劃
劇
岡
叫
岡
刑
制
創
耐
州

申
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
首
該
舎
一
枇
が
所
有
分
散
優
良
曾
枇
に
該
首
す
る

か
ど
う
か
を
確
認
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
(
改
正

法
一

O
僚
九
項
)
(
新
設
)
。

五
.
系
列
曾
枇
の
編
入
・
除
外
手
績
の
補
完
(
財
閥
グ
ル
ー
プ
の
系
列

分
離
の
促
進
)

東アジア文化と近代法 (6) 

従
前
は
、
大
規
模
金
業
集
圏
に
属
す
る
系
列
曾
枇
に
封
す
る
系
列
の
分

離
を
厳
格
に
規
制
し
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
、
改
正
法
は
、
系
列
分
離
の

要
件
を
緩
和
し
、
企
業
集
閣
の
分
離
を
促
進
す
る
一
方
、
不
首
な
支
援
行

鶏
(
内
部
取
引
)
を
厳
し
く
規
制
す
る
と
い
う
状
態
を
と
っ
て
い
る
。

(
二
三
保
一
項
参
照
)
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
、
系
列
編
入
又
は
、
除
外
に
封
す
る
手
績
規
定

が
未
備
で
、
閥
聯
業
務
の
透
明
性
と
客
観
性
に
封
す
る
批
判
の
可
能
性
が

あ
り
、
さ
ら
に
、
大
規
模
企
業
集
圏
の
指
定
以
後
、
系
列
曾
祉
へ
の
編
入

お
よ
び
除
外
に
関
す
る
法
律
根
擦
が
、
未
整
備
な
状
態
で
あ
っ
た
。

改
正
法
第
一
四
僚
の
二
(
系
列
曾
枇
の
編
入
及
び
除
外
等
)
に
依
れ
ば
、

公
正
取
引
委
員
舎
は
、
大
規
模
企
業
集
図
の
系
列
曾
枇
へ
の
編
入
ま
た
は
、

系
列
曾
社
か
ら
の
除
外
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
告
回
該
舎
一
祉
の
要
請

に
よ
り
、
又
は
、
職
権
に
よ
り
、
系
列
曾
枇
に
該
賞
す
る
か
ど
う
か
を
審

査
し
て
系
列
曾
枇
に
編
入
さ
せ
る
か
、
若
し
く
は
系
列
舎
一
位
か
ら
除
外
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
僚
一
項
)
。
即
ち
、
蛍
該
曾
祉
に
よ
る
系
列
編

入
又
は
除
外
を
要
請
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
公
正
取
引
委
員
舎
は
、
上
に
述
べ
た
審
査
の
矯
め
に
必
要
と

認
め
る
場
合
に
は
、
嘗
該
舎
一
祉
に
封
し
て
株
主
及
び
役
員
の
構
成
、
債
務

保
諮
問
係
、
資
金
貸
借
関
係
、
取
引
関
係
、
其
の
他
必
要
な
資
料
の
提
出

を
請
請
す
る
こ
と
が
出
来
る
(
一
四
僚
の
二
、
二
項
)
。
ま
た
、
公
正
取

引
委
員
曾
は
上
述
(
一
項
)
の
規
定
に
依
る
審
査
の
要
請
を
受
け
た
場
合

に
は
、
三

O
日
以
内
に
其
の
審
査
の
結
果
を
、
要
請
し
た
者
に
釣
し
て
通

知
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
し
て
い
る
(
同
候
三
項
)
。
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六
.
脱
法
行
矯
の
類
型
及
ぴ
基
準



手ヰ

企
業
結
合
、
其
の
他
の
一
定
の
行
矯
の
脱
法
行
筋
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
第
七
燦
(
企
業
結
合
の
制
限
)
一
項
、
及
び
三
項
、
第
八
僚
(
持

株
曾
枇
設
立
の
禁
止
等
)
、
第
九
係
(
相
互
出
資
の
禁
止
等
)
、
第
一

O
俊

一
項
(
出
資
線
額
の
制
限
)
、
第
一

O
僚
の
二
第
一
項
(
系
列
曾
祉
に
釘

す
る
債
務
保
讃
の
制
限
)
又
は
第
一
一
候
(
金
融
及
び
保
険
曾
枇
の
議
決

権
の
制
限
)
の
規
定
を
免
脱
す
る
行
矯
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
一
五
係
一

項
)
。
然
し
具
鰻
的
に
何
が
脱
法
行
筋
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
規
定
が
無

い
の
で
、
宣
言
的
な
意
味
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
し
、
賓
際
の
適
用
に
は
問

題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
改
正
法
で
は
、
上
の
脱
法
行

潟
の
類
型
及
び
基
準
は
、
大
統
領
令
で
定
め
る
と
し
た
わ
け
で
あ
る
(
一

五
俊
二
項
)
。
(
新
設
)
。

資

七
.
企
業
結
合
の
制
限
違
反
に
封
す
る
課
徴
金
の
賦
課

従
前
は
、
相
互
出
資
の
禁
止
(
九
僚
)
と
出
資
線
額
の
制
限
(
一

O
繰
)

違
反
に
封
し
て
の
み
課
徴
金
を
賦
課
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
(
一

七
係
一
項
)
、
改
正
法
は
、
此
の
外
に
、
創
劃
紺
創
州
制
問
ベ
剖
倒
寸
違

反
に
針
し
で
も
課
徴
金
を
賦
課
出
来
る
も
の
と
し
た
(
改
正
法
一
七
保
三

項
)
。
課
徴
金
の
額
は
、
①
他
の
舎
祉
の
株
式
の
取
得
(
一
競
)
ま
た
は
、

新
曾
枇
の
設
立
に
参
奥
(
五
競
)
し
た
場
合
に
は
、
取
得
し
た
株
式
の
帳

簿
債
額
ま
た
は
引
受
償
額
の
一

O
O
分
の
一

O
、
②
他
の
舎
祉
の
合
併
(
三

競
)
の
場
合
に
は
、
合
併
の
代
償
と
し
て
交
付
し
た
株
式
の
帳
簿
償
額
の

一
O
O
分
の
一

O
、
③
他
の
曾
枇
の
営
業
全
部
を
譲
り
受
け
た
(
四
競
)

場
合
に
は
、
仙
営
業
を
譲
り
受
け
た
金
額
の
一

O
O
分
の
一

O
を
超
え
な
い

範
園
で
賦
課
し
、
④
他
の
曾
祉
の
役
員
の
地
位
を
粂
任
す
る
場
合
に
は
、

五
億
ウ
ォ
ン
以
内
で
、
課
徴
金
を
賦
課
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
一

七
保
三
項
)
。
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第
四
章

不
首
な
共
同
行
筋
の
制
限

一
.
競
争
制
限
的
共
同
行
震
の
包
括
的
禁
止

従
前
は
、
第
一
九
僚
の
候
文
の
題
呂
が
、
「
不
骨
固
な
共
同
行
矯
の
制
限
」

と
あ
っ
た
も
の
が
、
改
正
法
で
は
、
同
僚
が
「
不
晶
画
な
共
同
行
筋
の
禁
止
」

と
な
っ
て
い
て
、
規
制
が
強
化
さ
れ
た
印
象
を
う
け
る
。
更
に
、
第
一
九

候
一
項
で
は
、
七
個
の
類
型
の
不
蛍
な
共
同
行
筋
を
列
摩
し
て
い
る
が
、

改
正
法
は
、
此
の
外
に
、
「
其
の
他
、
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
又
は
事

業
内
容
を
妨
害
も
し
く
は
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
取
引
分
野
の

競
争
を
賓
質
的
に
制
限
す
る
行
筋
」
を
不
首
な
共
同
行
篤
と
し
て
追
加
し

て
い
る
(
一
九
係
一
項
八
競
)
。



こ
れ
は
、
競
争
制
限
的
な
共
同
行
矯
を
原
則
的
に
禁
止
し
そ
れ
も
包
括

的
な
禁
止
方
式
に
縛
換
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章

不
公
正
取
引
行
震
の
禁
止

一
・
不
公
正
取
引
行
筋
の
類
型
と
基
準

従
前
に
は
、
不
公
正
取
引
行
震
の
類
型
と
基
準
を
公
正
取
引
委
員
曾
で

定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
改
正
法
で
は
、
大
統
領
令
で
定
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
(
二
三
候
二
項
)
。

第
六
章

事
業
者
園
短

東アジア文化と近代法 (6) 

(
省
略
)
(
第
二
六
燦
)
(
第
二
人
保
)

第
七
章

再
販
賓
債
格
維
持
行
矯
の
制
限

(
省
略
)
(
第
一
一
一
一
僚
の
一
一
)

第
八
章

園
際
契
約
の
締
結
制
限

(
省
略
)
(
第
三
四
僚
の
一
一
)

第
九
章

専
櫓
機
構

公
正
取
引
委
員
曾
の
委
員
を
、
七
人
か
ら
九
人
に
、
非
常
任
委
員

を
二
人
か
ら
四
人
と
す
る
(
三
七
係
一
項
)

公
正
取
引
委
員
舎
の
舎
議
を
全
員
舎
議
と
小
合
議
に
す
る
(
三
七

僚
の
二
)
(
一
二
七
僚
の
三
)
(
四
二
燦
)

舎
議
の
議
長
は
、
審
判
延
の
秩
序
維
持
の
矯
め
に
必
要
な
措
置
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
(
四
一
一
一
僚
の
二
)

公
正
取
引
委
員
曾
の
運
管
等
に
関
す
る
事
項
は
、
公
正
取
引
委
員

曾
規
則
と
し
定
め
る
(
四
八
俊
二
項
)

(
以
外
は
省
略
)

2) 3) 4) 第
一

O
章

調
査
等
の
手
績

(
省
略
)
(
第
四
九
保
)
(
第
五
一
候
)
(
第
五
三
保
)
(
第
五
三
候
の
一
一
)

(
第
五
四
候
)
(
第
五
五
燥
の
二
)

第
一

O
章
の
二

課
徴
金
の
賦
課
と
徴
収
等
(
新
設
)
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事+

第
五
五
僚
の
三
l
五
五
僚
の
五
(
省
略
)

資

第

二

章

損
害
賠
償

第
五
六
僚
に
依
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
此
の
法
律
に
依
る
是
正
措
置

が
確
定
し
た
後
で
な
け
れ
ば
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
民

制
創
剖
到
引
制
叫
例
制
樹
割
矧
倒
詞
刻
側
副
刻
削
剥
判
剖
州
刑
制
川
ベ
到

七
俊
一
一
項
但
書
)
。

第

章

適
用
除
外

(
省
略
)
(
第
六
一
候
)
(
削
除
)

第
二
ニ
章

補

員リ

(
省
略
)
(
第
六
三
傑
)
(
第
六
四
係
)

第
一
四
章

罰

員リ

(
省
略
)
(
第
六
六
候
l
第
六
八
傑
)
(
第
六
九
僚
の
一
一
)
(
第
七

O
係
)

(
第
七
一
候
)

町
公
正
取
引
委
員
曾
の
試
案
の
う
ち
で
採
揮
さ
れ
な
か

っ
た
事
項

一
.
緊
急
中
止
命
令
制
度
(
政
府
案
)

公
正
取
引
委
員
舎
の
試
案
に
は
所
謂
緊
急
中
止
命
令
な
る
制
度
が
予
定

さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
競
争
の
制
限
性
ま
た
は
不
嘗
性
の
可
能
性
が
あ
り
、

法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
ニ
疋
一
期
間
が
経
過
し
た
と
き
に
原
状

回
復
が
困
難
で
あ
る
鈷
等
に
よ
り
、
迅
速
な
中
止
が
必
要
な
行
震
に
釘
し

て
は
、
公
正
取
引
委
員
舎
が
直
接
に
、
「
緊
急
中
止
命
令
」
を
愛
す
る
こ

と
が
出
来
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
試
案
六
五
僚
の
二
)
。
こ
れ
は
委

員
舎
の
試
案
で
あ
る
と
同
時
に
政
府
案
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
原
案
に
釘
し

て
は
、
園
曾
の
専
門
委
員
の
方
か
ら
「
緊
急
中
止
命
令
」
を
濫
用
す
る
場

合
に
は
企
業
活
動
を
萎
縮
さ
せ
る
憂
い
が
あ
り
、
か
っ
、
園
民
の
権
利
を

侵
害
す
る
可
能
性
も
大
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
園
舎
で
は
、
結
局
、

此
の
政
府
案
(
六
五
僚
の
一
一
)
は
削
除
さ
れ
た
。

二
.
履
行
強
制
金
制
度
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試
案
は
、
法
に
違
反
し
た
事
業
者
に
封
す
る
是
正
命
令
、
告
愛
等
の
措

置
に
も
拘
わ
ら
ず
、
法
違
反
行
震
を
中
止
し
な
い
場
合
に
備
え
て
、
是
正

命
令
の
履
行
を
強
制
す
る
手
段
を
設
け
て
お
り
、
そ
れ
は
是
正
命
令
等
の

公
正
取
引
法
上
の
是
正
措
置
を
履
行
し
な
い
事
業
者
に
釣
し
て
は
、
履
行

強
制
金
(
一
入
賞
り
、
五

O
O高
ウ
ォ
ン
以
下
)
を
賦
課
で
き
る
よ
う
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
履
行
強
制
金
の
賦
課
お
よ
び
徴
収
は
、
法
に
違
反

し
た
事
業
者
が
、
是
正
措
置
等
を
履
行
し
た
場
合
に
は
、
即
時
に
中
止
す

る
こ
と
に
し
、
履
行
強
制
金
の
賦
課
に
封
し
て
は
、
異
議
の
申
請
・
行
政

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
政
府

案
と
し
て
採
揮
さ
れ
な
か
っ
た
。

是
正
命
令
等
の
公
正
取
引
委
員
曾
の
庭
分
に
釣
し
て
は
、
異
議
申
請
制

度
(
五
三
燦
)
が
あ
る
が
、
履
行
強
制
金
制
度
は
此
れ
と
矛
盾
す
る
。

東アジア文化と近代法 (6) 

こ
.
親
族
濁
立
経
管
曾
祉
の
概
念
導
入

財
閥
の
親
戚
問
の
財
産
分
割
等
に
よ
り
財
閥
グ
ル
ー
プ
が
分
離
し
、
担
倒

立
し
て
経
営
す
る
事
例
が
増
加
し
て
お
り
、
た
と
え
、
法
的
に
分
離
し
た

と
し
て
も
、
親
グ
ル
ー
プ
と
衛
星
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
衛
星
グ
ル
ー
プ
聞
の

不
必
固
な
内
部
取
引
等
、
相
互
支
援
が
持
捜
す
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
此
れ
に
釘
す
る
規
制
の
た
め
、
試
案
は
、
親
族
問
に
、

系
列
曾
祉
を
事
賓
上
分
離
し
但
倒
立
し
て
経
営
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
客

観
的
な
審
査
の
矯
め
、
「
親
族
濁
立
経
仕
官
舎
枇
」
の
概
念
を
導
入
し
、
系

列
分
離
の
基
準
を
明
瞭
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
に
系
列
分
離

を
促
進
し
な
が
ら
、
親
族
曾
祉
問
の
不
晶
画
な
内
部
取
引
き
を
禁
止
し
、
仮

装
分
離
の
如
何
に
つ
い
て
の
調
査
を
強
化
す
る
矯
め
の
規
定
を
お
き
、

「
親
族
濁
立
経
営
舎
枇
」
の
分
離
基
準
は
、
相
互
株
式
保
有
、
商
品
・
用

役
・
資
産
・
資
金
取
引
関
係
、
役
職
員
の
交
換
等
を
中
心
に
し
て
大
統
領

令
で
厳
格
に
定
め
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
試
案
に
釘
し
て
は
業
界
か
ら
の
強
い
抵
抗
に
会
い
、

委
員
舎
白
か
ら
撤
回
し
た
た
め
、
政
府
案
と
し
て
採
揮
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た
。お

わ
り
に

ω以
上
の
よ
う
に
、
此
の
度
の
改
正
は
、
殆
ん
ど
全
面
的
改
正
で
あ
る
。

新
設
規
定
、
即
ち
、
新
し
く
設
け
ら
れ
た
規
定
(
例
え
ば
、
改
正
法
第
三

候
、
第
三
僚
の
二
、
二
項
、
第
七
係
四
項
・
五
項
、
第
七
候
の
二
、
第
一

四
僚
の
二
、
第
一
四
の
三
、
第
一
九
僚
二
項
・
三
項
、
第
二
二
僚
の
二
、

第
二
三
燦
一
項
七
披
、
第
三
七
僚
の
二
、
第
三
七
俊
の
三
、
第
四
三
僚
の

二
、
第
四
八
燦
二
項
、
第
四
九
保
三
項
、
第
五
三
俊
二
項
、
第
五
三
僚
の

北法48(2・189)457



キヰ

一
一
、
第
五
五
僚
の
三
、
第
五
五
僚
の
四
、
第
五
五
僚
の
五
、
第
六
九
僚
の

二
、
一
競
・
二
競
、
ま
た
は
第
七
一
保
二
項
・
三
項
・
四
項
等
)
も
あ
れ

ば
、
其
の
反
封
に
、
従
前
の
係
項
で
削
除
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
(
例
え
ば
、

改
正
前
の
一

O
傑
一
項
四
続
、
及
び
六
項
、
第
一
一
一
一
候
四
項
、
第
一
九
燦

一
項
但
書
、
第
二

O
線
、
第
六
一
保
、
第
六
七
僚
一
競
ま
た
は
、
第
六
八

保
三
競
等
)
、
内
容
が
繁
更
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
(
例
え
ば
、
第
四
俊
一
一
項
、

第
五
線
、
第
六
線
、
第
七
燥
、
一
項
・
三
項
第
一

O
僚
一
項
・
一
二
項
・
四

項
・
五
項
・
七
項
、
第
一

O
僚
の
二
、
一
項
、
第
一
一
候
、
第
一
一
一
候
(
全

改
)
、
第
二
二
候
一
項
l
一
二
項
、
第
一
四
候
二
項
・
三
項
、
第
一
六
係
、

第
一
七
係
一
項
・
三
項
、
第
一
九
俊
一
項
八
披
、
第
二
二
競
第
一
一
一
一
一
候
一

項
五
競
・
二
項
、
第
二
四
僚
の
二
、
第
二
六
係
一
項
四
競
・
二
項
、
第
二

人
保
、
第
コ
二
僚
の
二
、
第
三
四
僚
の
二
、
第
三
五
候
第
三
七
僚
一
項
、

第
四
二
係
、
第
四
三
係
、
第
四
四
係
、
第
四
九
係
三
項
、
第
五
一
線
二
項
・

三
項
、
第
五
四
係
一
項
、
第
五
七
修
二
項
、
第
六
三
係
、
第
六
四
係
、
第

六
五
線
、
第
六
六
候
一
項
、
第
六
九
僚
、
第
六
九
僚
の
二
、
一
項
・
二
項
・

三
項
、
第
七

O
係
等
)
。

川
内
容
に
よ
り
大
統
領
令
(
施
行
令
)
で
定
め
る
こ
と
に
委
任
さ
れ
て

い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
市
場
支
配
的
事
業
者
が
地
位
を
濫

用
す
る
行
翁
を
な
し
た
場
合
の
課
徴
金
の
賦
課
の
矯
め
の
基
準
と
し
て
の

費
出
額
に
関
す
る
規
定
、
及
び
貰
出
額
が
無
い
場
合
に
関
す
る
規
定
(
六

資

篠
)
、
企
業
結
合
の
制
限
の
適
用
を
排
除
す
る
要
件
(
七
保
一
項
但
書
)
、

寸
大
規
模
曾
枇
」
に
関
す
る
規
定
(
七
係
四
項
二
競
)
、
「
所
有
分
散
優
良

曾
枇
」
に
閲
す
る
規
定
(
一

O
係
三
項
)
、
「
企
業
結
合
申
告
釘
象
曾
祉
」

(
一
二
俊
一
項
)
、
公
正
取
引
委
員
舎
が
株
式
所
有
の
現
況
等
の
調
査
を

要
請
す
る
金
融
機
関
(
一
四
燦
四
競
)
、
脱
法
行
潟
の
類
型
(
一
四
僚
の
三
、

二
項
)
、
不
嘗
な
共
同
行
震
の
禁
止
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
場
合
(
一

九
保
二
項
)
、
不
首
な
共
同
行
策
を
申
告
し
た
者
の
免
責
に
闘
す
る
事
項

(
二
二
僚
の
二
、
二
項
)
、
不
公
正
行
筋
の
類
型
と
基
準
(
二
三
保
二
項
)
、

図
際
契
約
締
結
制
限
違
反
に
釣
す
る
課
徴
金
の
賦
課
基
準
と
し
て
の
貰
出

額
に
閲
す
る
事
項
(
三
四
僚
の
二
)
、
課
徴
金
の
賦
課
に
閥
す
る
事
項
(
五

五
僚
の
三
、
三
項
)
、
課
徴
金
の
納
付
期
限
の
延
長
等
に
閲
す
る
事
項
(
五

五
僚
の
四
、
四
項
)
、
課
徴
金
に
釘
す
る
加
算
金
(
五
五
伎
の
五
、
一
項
)
、

課
徴
金
の
徴
収
に
必
要
な
事
項
(
同
僚
四
項
)
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

此
の
部
類
の
委
任
に
依
る
大
統
領
令
(
施
行
令
)
に
は
、
従
来
よ
り
引

き
継
が
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
市
場
支
配
的
事
業
者
(
四
傑

一
項
)
と
か
株
式
所
有
現
況
等
申
告
要
領
(
一
三
保
一
項
)
な
ど
に
関
す

る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
(
施
行
令
、
七
係
、
同
二

O
候)。

改
正
法
に
依
り
、
新
し
く
委
任
さ
れ
た
事
項
は
、
新
し
い
施
行
令
に
ま

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
年
の
三
月
中
旬
頃
に
な
っ
て
公
布
さ
れ
る
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と
の
こ
と
で
あ
る
。



同
今
回
の
改
正
の
方
向
と
し
て
、
首
局
が
標
携
し
て
い
る
も
の
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

①
競
争
促
進
型
の
経
済
構
造
の
根
を
お
ろ
し
、
ひ
ろ
げ
る
こ
と
の
出
来

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
経
済
の
各
分
野
で
公
正
取
引
制
度
の
適
用

を
擦
大
す
る
。

②
濁
寡
占
市
場
構
造
の
改
善
を
園
り
、
進
入
規
制
の
緩
和
、
其
の
他
の

経
済
自
律
化
の
措
置
の
擁
大
に
因
っ
て
起
り
う
る
、
経
済
力
集
中
等

の
副
作
用
に
桝
到
底
出
来
る
制
度
を
も
う
け
る
。

③
競
争
阻
害
的
な
行
矯
に
封
す
る
事
前
抑
制
と
、
巌
正
な
是
正
の
矯
め

に
、
公
正
取
引
制
度
の
賓
効
性
を
確
保
す
る
制
度
を
改
善
す
る
。

④
委
員
曾
の
運
営
手
績
を
改
善
し
其
の
聞
の
制
度
の
運
用
の
過
程
で
露

れ
出
た
其
の
他
の
未
備
な
黙
を
補
完
す
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

東アジア文化と近代法 (6)

同
此
の
度
の
改
正
が
、
以
上
に
掲
げ
た
基
本
方
向
に
向
っ
て
機
能
す
る

こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
唯
だ
、
今
回
の
改
正
と
関
連
し
て
論
じ

ら
れ
な
が
ら
改
正
法
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
等
は
、
今
後
も
績
け
て

研
究
の
課
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
持
株
舎
一
枇
に
封
す
る
規
制
と
し
て

現
行
の
禁
止
規
定
(
八
燦
)
を
存
横
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
も
そ

う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
財
閥
(
大
規
模
企
業
集
圏
)
に
釘
す
る

規
制
も
今
度
の
改
正
法
の
運
営
の
過
程
と
結
果
を
観
察
し
つ
つ
緩
け
て
研

究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
韓
園
に
於
て
、
財
関
と
濁
占
規
制
法
と
は
宿
命
的

な
因
縁
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
一
九
九
七
年
二
月
五
日
稿
)
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